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平成２６年１２月までの消費税転嫁対策の取組について 

平成２７年１月１５日 

公 正 取 引 委 員 会 

１ はじめに 

  公正取引委員会は，今般の消費税率の引上げに当たり，消費税の円滑かつ

適正な転嫁を確保する観点から，消費税の転嫁拒否等の行為（以下「転嫁拒

否行為」という。）の未然防止のための取組と，転嫁拒否行為に対する迅速か

つ厳正な対処のための取組を進めてきた。 

 公正取引委員会は，転嫁拒否行為に関する情報を積極的に収集するため，

消費税率の引上げが実施された平成 26 年４月以降，中小企業庁と合同で，中

小企業・小規模事業者等に対する悉皆的な書面調査や，大規模小売事業者及

び大企業等に対する書面調査を実施したところであり，これらによって把握

した情報等に基づき，転嫁拒否行為に対して迅速かつ厳正に対処していると

ころである。 

 また，平成 26 年４月から 11 月までに計 11 件の勧告・公表を行ったほか，

平成 26 年 12 月に２件の勧告・公表を行ったところである。 

 今後も引き続き，転嫁拒否行為に対して迅速かつ厳正に対処していくとと

もに，重大な転嫁拒否行為が認められた場合には勧告・公表を積極的に行う

こととしている。また，転嫁拒否行為の未然防止のための取組についても，

引き続き実施していく。 

２ 転嫁拒否行為に対する迅速かつ厳正な対処のための取組 

(1) 転嫁拒否行為に関する情報収集 

ア 中小企業・小規模事業者等に対する悉皆的な書面調査 

公正取引委員会は，平成 26 年４月から６月にかけて，中小企業庁と合

同で，中小企業・小規模事業者等（売手側）から転嫁拒否行為に関する

情報提供を求めるため，中小企業・小規模事業者等全体に対して，広く

調査票を送付又は配布して，書面調査を実施したところである。 

転嫁拒否行為は，今後も行われる可能性があることから，平成 26 年度

内にわたって違反行為を監視するため，平成 26 年７月以降も書面調査を

引き続き実施している。 

さらに，公正取引委員会は，これまでの書面調査に加え，個人事業者

からの情報収集を一層強化すべく，中小企業庁と合同で，個人事業者に

対して書面調査を実施するため，平成 26 年 11 月に調査票を送付したと

ころである。 

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部取引企画課 

電話 ０３－３５８１－３３７１（直通） 

ホームページ http://www.jftc.go.jp/ 
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  イ 事業者及び事業者団体に対するヒアリング調査 

    公正取引委員会は，転嫁拒否行為に関する情報等を把握するため，こ

れまでに 7,786 社の事業者及び 1,608 の事業者団体に対してヒアリング

調査を実施した（平成 26 年 12 月末時点）。 

   

 (2) 転嫁拒否行為に対する調査及び勧告・指導 

   公正取引委員会は，様々な情報収集活動によって把握した情報を踏まえ，

立入検査等の調査を積極的に実施しており，違反行為が認められた事業者

に対しては転嫁拒否行為に係る不利益の回復などの必要な改善措置を迅速

に行っている。また，重大な転嫁拒否行為が認められた場合には，勧告・

公表を積極的に行っている（公正取引委員会及び中小企業庁における平成

25 年 10 月から平成 26 年 12 月までの対応実績は別紙参照）。 

   公正取引委員会及び中小企業庁は，平成26年12月に50件の指導を行い，

平成 25 年 10 月から平成 26 年 12 月までの指導件数の合計は 1,493 件であ

る。また，公正取引委員会は，平成 26 年 12 月に２件の勧告を行い，平成

25 年 10 月から平成 26 年 12 月までの勧告件数の合計は 13 件である（別添

１）。 

   違反行為類型別では，買いたたき（消費税転嫁対策特別措置法第３条第

１号後段）が 1,204 件，本体価格での交渉の拒否（同法第３条第３号）が

241 件，役務利用・利益提供の要請（同法第３条第２号）が 66 件及び減額

（同法第３条第１号前段）が 31 件となっている（合計 1,542 件）。 

 

 (3) 平成２６年１２月における転嫁拒否行為に対する措置 

   公正取引委員会は，平成 26 年 12 月に２件の勧告を行っており，同月に

おける勧告の概要は以下のとおりである。 

また，公正取引委員会及び中小企業庁は，平成 26 年 12 月に 50 件の指導

を行っており，同月における主な指導事例は別添２のとおりである。 

  ア 東映アニメーション株式会社に対する件（平成２６年１２月１７日勧告） 

   (ｱ) 東映アニメーション株式会社（以下「東映アニメーション」という。）

は，主にアニメーションの製作事業を営む事業者であり，アニメーシ

ョンの原画，動画等の制作業務について，他の事業者に継続して委託

している。 

   (ｲ) 東映アニメーションは，アニメーションの原画，動画等の制作業務

の委託料を消費税を含む額で定めている個人事業者（以下「本件事業

者」という。）に対して，平成 26 年４月１日以後の委託料について，

消費税率の引上げ分を上乗せせず，平成 26 年３月 31 日までの委託料

と同額の委託料を平成 26 年９月分まで支払った。 

   (ｳ) 東映アニメーションは，公正取引委員会が本件について調査開始の

連絡をした後，平成 26 年４月１日以後に本件事業者から供給を受ける
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役務に関する前記(ｲ)の委託料の額について，平成 26 年 11 月 20 日ま

でに，消費税率の引上げ分に相当する額を上乗せした額まで引き上げ

ることを本件事業者との間で合意し，平成 26 年４月１日に遡って支払

った。 

   (ｴ) 公正取引委員会は，前記(ｲ)の行為が，消費税転嫁対策特別措置法第

３条第１号後段（買いたたき）の規定に違反するものであるとして，

同法第６条第１項の規定に基づき，東映アニメーションに対し，今後，

特定供給事業者による消費税の転嫁を拒むことのないよう，自社の役

員及び従業員に本勧告の内容について周知徹底すること，同法の研修

の実施等の社内体制整備のための措置を講じること，実施した措置を

速やかに公正取引委員会に報告すること等を内容とする勧告を行った。 

  イ 株式会社トライグループに対する件（平成２６年１２月１９日勧告） 

   (ｱ) 株式会社トライグループ（以下「トライグループ」という。）は，児

童，生徒等（以下「生徒」という。）を対象とした学習指導事業を営む

事業者であり，講師が生徒の家庭を訪問して学習指導を行う事業と，

自ら運営する教室施設において１人の講師が１人の生徒に学習指導を

行う事業を営んでいる。 

   (ｲ)① トライグループは，家庭教師について業務委託契約を個人事業者

（以下「本件家庭教師」という。）と締結しており，本件家庭教師は，

トライグループが契約した生徒の家庭を訪問し，継続して学習指導

を行っている。 

     ② トライグループは，前記①の業務委託の委託料金について，消費

税を含む額として委託報酬単価を定め，本件家庭教師の委託報酬単

価及び指導時間に応じて毎月の委託料金を算出し，支払っている。 

     ③ トライグループは，前記②の委託報酬単価について，平成 26 年４

月１日以後も消費税率の引上げ分を上乗せせず，平成 26 年３月 31

日までの委託報酬単価と同額に定め，本件家庭教師に対して前記②

の方法で算出した金額を平成26年４月分の委託料金として支払った。 

     ④ トライグループは，公正取引委員会が本件について調査開始の連

絡をした後，本件家庭教師に対し，平成 26 年４月１日以降の委託料

金について，平成 26 年６月下旬までに，消費税率の引上げ分に相当

する額を上乗せした額まで引き上げることを本件家庭教師との間で

合意し，平成 26 年４月１日に遡って支払った。 

   (ｳ)① トライグループは，学習指導に使用する教室施設のほとんどを賃

借している。 

     ② トライグループは，前記①の教室施設の賃料を消費税を含む額で

定めている賃貸人の一部（以下「本件賃貸人」という。）に対し，平

成 26 年４月１日以後の賃料について，消費税率の引上げ分を上乗せ

せず，平成 26 年３月分の賃料と同額を支払った。 
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     ③ トライグループは，公正取引委員会が本件について調査を開始し

た後，本件賃貸人に対し，平成 26 年４月１日以後の賃料について，

平成 26 年 11 月中旬までに，消費税率の引上げ分に相当する額を上

乗せした額まで引き上げることを本件賃貸人との間で合意し，平成

26 年４月分に遡って支払った。 

   (ｴ) 公正取引委員会は，前記(ｲ)③及び(ｳ)②の行為が，それぞれ，消費

税転嫁対策特別措置法第３条第１号後段（買いたたき）の規定に違反

するものであるとして，同法第６条第１項の規定に基づき，トライグ

ループに対し，今後，特定供給事業者による消費税の転嫁を拒むこと

のないよう，自社の役員及び従業員に本勧告の内容について周知徹底

すること，同法の研修の実施等の社内体制整備のための措置を講じる

こと，実施した措置を速やかに公正取引委員会に報告すること等を内

容とする勧告を行った。  
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転嫁拒否行為に対する対応実績（平成２６年１２月まで） 

 

公正取引委員会 

中 小 企 業 庁 

 

 平成 26 年 12 月までの公正取引委員会及び中小企業庁における転嫁拒否行為

に対する対応状況は下表のとおりである（勧告事件及び主な指導事例について

は，別添１及び別添２を参照）。 

 

     表１：転嫁拒否行為に対する対応状況（注１） 

調査着手 立入検査 指導（注２） 勧告（注３） 措置請求 

３，５３４件 １，９３４件
１，４９３件

≪７８件≫ 

１３件 

≪２件≫ 
３件 

（注１） 公正取引委員会及び中小企業庁の合算。また，平成 26 年 12 月までの累計（平成 25 年 10 月～平成
26 年 12 月）。≪ ≫内の件数は，大規模小売事業者に対する指導又は勧告の件数で内数である。 

（注２） 転嫁拒否行為を行っていると回答した事業者に対する下請代金支払遅延等防止法に基づく中小企
業庁の指導を含む。 

（注３） 勧告は，公正取引委員会のみが行う。 
 

表２：勧告及び指導件数の内訳（業種別）（注４） 

業種 指導 勧告 合計 

建設業    ６８件  ０件    ６８件 

製造業   ５２９件  ０件   ５２９件 

運輸業(道路貨物運送業等)   １５３件  ０件   １５３件 

情報通信業   １３６件  １件   １３７件 

卸売業   １４１件  １件   １４２件 

小売業   １５４件  ２件   １５６件 

不動産業    ３２件  １件    ３３件 

技術サービス業（広告・建築

設計業等） 
  １０４件  ０件   １０４件 

事業サービス業（ビルメンテ

ナンス業・警備業等） 
   ２５件  ０件    ２５件 

自動車整備業・機械等修理業    １８件  ０件    １８件 

その他（注５）   １３３件  ８件   １４１件 

合 計 １，４９３件 １３件 １，５０６件 
（注４） 複数の業種にわたる事業者が勧告又は指導の対象となった場合は，当該事業者の主な業種

を１件として計上している。 
（注５） 「その他」は，医療福祉，旅行業，労働者派遣業等である。 

 
表３：勧告及び指導件数の内訳（行為類型別） 

行為類型 指導 勧告 合計 

減額    ２８件  ３件    ３１件 

買いたたき（注６） １，１９１件 １３件 １，２０４件 

役務利用・利益提供の要請    ６６件  ０件    ６６件 

本体価格での交渉の拒否   ２４１件  ０件   ２４１件 

合 計（注７） １，５２６件 １６件 １，５４２件 
（注６） 買いたたきの勧告及び指導件数には，平成 26 年３月 31 日以前に減額行為があり，同年４

月１日以降に違反のおそれがあるものを含む。 
（注７） 事業者の中には，複数の行為を行っている場合があり，表１及び表２に記載の件数とは一

致しない。 
 

別紙 
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勧告事件（平成２６年１２月まで） 

 

 名称 

（勧告年月日） 
概要 

違反法条 

（違反行為類型） 

１ 

㈱ＪＲ東日本ステーションリ

テイリング 

（平成 26 年４月 23 日） 

駅構内等で食料品，衣料品等を販売

する㈱ＪＲ東日本ステーションリテイ

リングは，消費税率の引上げに伴う売

上高の減少を防止するため，納入業者

に対し，仕入価格を通常支払われる仕

入価格に比べ３％程度低く設定するこ

とになる販売促進企画への参加を要請

した。 

第３条第１号後段 

（買いたたき） 

２ 
㈱三城 

（平成 26 年６月 12 日） 

メガネ等を販売する㈱三城は，消費

税率の引上げに対応するため，店舗の

賃貸人のうち，税込価格で賃料を契約

している賃貸人に対し，消費税率の引

上げ分を上乗せせずに賃料を据え置い

た。 

第３条第１号後段 

（買いたたき） 

３ 
山形市（山形市立病院済生館） 

（平成 26 年６月 17 日） 

山形市立病院済生館は，消費税率の

引上げに対応するため，医療材料の納

入価格を引き下げることとし，納入業

者に対し，平成 25 年度下期の納入価格

に一定率を乗じた額等を減じて算出し

た医療材料ごとの納入価格の目標値を

定めた。 

第３条第１号後段 

（買いたたき） 

４ 

一般社団法人東京都自転車商

防犯協力会 

（平成 26 年６月 26 日） 

東京都公安委員会が指定する自転車

の防犯登録を行う一般社団法人東京都

自転車商防犯協力会は，防犯登録業務

を委託している自転車販売店等に対し，

消費税率の引上げ分を上乗せせずに委

託手数料を据え置いた。 

第３条第１号後段 

（買いたたき） 

５ 

一般社団法人兵庫県自転車防

犯登録会 

（平成 26 年６月 26 日） 

兵庫県公安委員会が指定する自転車

の防犯登録を行う一般社団法人兵庫県

自転車防犯登録会は，消費税率の引上

げに伴う自らの経費の負担を回避する

ため，防犯登録業務を委託している自

転車販売店等に対し，消費税率の引上

げ前の額より更に低い委託手数料を定

めた。 

第３条第１号後段 

（買いたたき） 

６ 
㈱ルネサンス 

（平成 26 年７月 24 日） 

スポーツ施設の運営等の事業を行う

㈱ルネサンスは，消費税率の引上げに

対応するため，スポーツ指導を行う個

人事業者に対し，免税事業者に該当す

ることを理由として，消費税率の引上

げ分を上乗せせずに業務委託料を据え

置く等した。 

第３条第１号後段 

（買いたたき） 

別添１ 
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 名称 

（勧告年月日） 
概要 

違反法条 

（違反行為類型） 

７ 
産業機械健康保険組合 

（平成 26 年８月１日） 

健康保険給付事業及び保健・福祉事

業を行う産業機械健康保険組合は，健

康診断に関する委託契約を締結してい

る病院等に対し，消費税率の引上げ分

を上乗せせずに委託料金を据え置いた。 

第３条第１号後段 

（買いたたき） 

８ 

～  

１０ 

野家グループ 

㈱野家資産管理サービス 

㈱北日本野家 

㈱中日本野家 

（平成 26 年９月 24 日） 

 

店舗等の賃貸借等の事業を行う㈱

野家資産管理サービス，外食業を行う

㈱北日本野家及び㈱中日本野家の

３社は，それぞれ，店舗所有者（賃貸

人）の一部に対し，賃料の消費税率の

引上げ分を減額し，又は賃料の消費税

率の引上げ分を上乗せせずに据え置い

た。 

※中小企業庁長官からの措置請求案件 

第３条第１号前段

（減額）及び同号後

段（買いたたき） 

１１ 
山佐産業㈱ 

（平成 26 年 10 月 22 日） 

パチンコホール等の遊技場にスロッ

トの販売等を行う山佐産業㈱は，スロ

ットの販売等の業務に関する業務委託

契約を締結している販売代理店に対

し，消費税率の引上げ分を上乗せせず

に業務委託手数料を据え置いて支払っ

た。 

第３条第１号後段 

（買いたたき） 

１２ 
東映アニメーション㈱ 

（平成 26 年 12 月 17 日） 

主にアニメーションの製作事業を行

う東映アニメーション㈱は，アニメー

ションの原画，動画等の制作業務を委

託している個人事業者に対し，消費税

率の引上げ分を上乗せせずに委託料を

据え置いて支払った。 

第３条第１号後段 

（買いたたき） 

１３ 
㈱トライグループ 

（平成 26 年 12 月 19 日） 

学習指導事業を行う㈱トライグルー

プは， 

① 家庭教師の業務委託契約を締結し

ている個人事業者に対し，消費税率

の引上げ分を上乗せせずに委託料金

を据え置いて支払った。 

② 教室施設の賃貸人のうち，税込価

格で賃料を契約している賃貸人の一

部に対し，消費税率の引上げ分を上

乗せせずに賃料を据え置いて支払っ

た。 

第３条第１号後段 

（買いたたき） 
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主な指導事例（平成２６年１２月） 

 

○ 買いたたき（消費税転嫁対策特別措置法第３条第１号後段） 

業種 概 要 

農業 農業生産法人Ａは，農作業を委託している事業者（特

定供給事業者）に対し，平成 26 年４月１日以後も消費税

率の引上げ分を上乗せすることなく，消費税込みの委託

代金を据え置いていた。 

建設業 Ｂ社は，内装工事等の現場管理業務を委託している事

業者（特定供給事業者）に対し，平成 26 年４月１日以後

の委託代金について，消費税率の引上げ分を上乗せする

ことなく据え置いていた。また，消費税率の引上げ分を

上乗せした事業者に対しては，上乗せにより生じた千円

未満の端数を切り捨てていた。 

小売業 大規模小売事業者であるＣ社は，自社で販売する衣料

品等のデザインの作成業務及びイベント実施に係る業務

を委託する事業者（特定供給事業者）に対し，平成 26 年

４月１日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることな

く，消費税込みの委託代金を据え置いていた。 

道路貨物運送業 Ｄ社は，物品の運送業務を委託している事業者（特定

供給事業者）に対し，平成 26 年４月１日以後の委託代金

について，消費税率の引上げ分を全て上乗せすることな

く，その半分（１．５％）を上乗せして定めていた。 

建設業 

 

Ｅ社は，建設工事を委託している事業者（特定供給事

業者）に対し，平成 26 年４月１日以後も消費税分を消費

税率５％として計算することにより，消費税込みの委託

代金を据え置いていた。 

学校教育業 

 

学校法人Ｆは，運営する講座を委託している事業者（特

定供給事業者）に対し，平成 26 年４月１日以後も消費税

率の引上げ分を上乗せすることなく，消費税込みの委託

代金を据え置いていた。 

 

別添２ 


